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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料を載置するステージと、
　前記ステージを介して前記試料の下側に配置された対物レンズと、
　前記ステージを支持する顕微鏡本体と、
　前記対物レンズから出射される観察光の光路に配置されて前記観察光を結像させる結像
レンズと、
　前記対物レンズと前記結像レンズとの間に配置され、前記観察光の光路に落射照明を導
入する落射照明光学素子と、
　前記顕微鏡本体に対して挿脱自在で、前記落射照明光学素子と前記結像レンズとの間に
配置されるオプションユニットと、
　前記オプションユニットに設けられ、前記観察光の光路からの光束の分岐又は前記観察
光路への光束の導入を行うポート用光学素子とを具備することを特徴とする倒立型顕微鏡
。
【請求項２】
　請求項１に記載の倒立型顕微鏡において、前記オプションポートユニットは、前記ポー
ト用光学素子により前記観察光の光路から分岐された光束の受光又は前記観察光の光路に
挿入される光束の送出を行う補助装置を取り付けるための補助装置取付部とを備えること
を特徴とする倒立型顕微鏡。
【請求項３】
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　請求項１に記載の倒立型顕微鏡において、前記オプションポートユニットは、前記光学
素子を前記観察光路上に挿脱する切換手段を有することを特徴とする倒立顕微鏡。
【請求項４】
　請求項２に記載の倒立型顕微鏡において、前記オプションポートユニットを着脱自在に
取り付けるためのアリ機構を更に具備することを特徴とする倒立型顕微鏡。
【請求項５】
　請求項２又は請求項３に記載の倒立型顕微鏡において、前記オプションポートユニット
は、前記ポート用光学素子と前記補助装置取付部との間に配置された第２の結像レンズを
更に具備することを特徴とする倒立型顕微鏡。
【請求項６】
　請求項５に記載の倒立型顕微鏡において、前記第２の結像レンズは倍率の異なる他の結
像レンズと交換可能であることを特徴とする倒立型顕微鏡。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の倒立型顕微鏡において、前記落射用光学
素子と光源との間に着脱可能に配置されたＩＲカットフィルタを更に具備することを特徴
とする倒立型顕微鏡。
【請求項８】
　請求項２に記載の倒立型顕微鏡において、
　前記ポート用光学素子により、前記観察光の光路に対して分岐又は導入される光路が２
つ形成され、
　前記補助装置取付部は、前記２つの光路に対応して設けられることを特徴とする倒立型
顕微鏡。
【請求項９】
　請求項２に記載の倒立型顕微鏡において、前記オプションポートユニットは、撮像装置
を取り付けるための少なくとも２つの取り付け部を有することを特徴とする倒立型顕微鏡
。
【請求項１０】
　請求項１に記載の倒立型顕微鏡において、前記顕微鏡本体は、前記オプションポートユ
ニットを挿脱するための開口部を有することを特徴とする倒立型顕微鏡。
【請求項１１】
　試料を載置するステージと、
　前記ステージを介して前記試料の下側に配置された対物レンズと、
　前記ステージを支持する顕微鏡本体と、
　前記対物レンズから出射される観察光の光路に配置されて前記観察光を結像させる結像
レンズと、
　前記対物レンズと前記結像レンズとの間に配置され、前記観察光の光路に落射照明を導
入する落射照明光学素子と、
　前記観察光路からの光束の分岐又は前記観察光路への光束の導入を行うポート用光学素
子を、前記落射照明光学素子と前記結像レンズとの間に配置するオプションポートユニッ
トとを備え、
　前記オプションポートユニットは、前記顕微鏡本体に挿脱自在であることを特徴とする
倒立型顕微鏡。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の倒立型顕微鏡において、前記顕微鏡本体は、前記オプションポート
ユニットを挿脱するための開口部を有することを特徴とする倒立型顕微鏡。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の倒立型顕微鏡において、前記顕微鏡本体は、前記オプションポート
ユニットを挿脱させるアリ機構を有することを特徴とする倒立型顕微鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、ステージ上に置いた観察試料をその直下に配置された対物レンズにより拡大観
察する倒立型顕微鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
倒立型顕微鏡は、次のような分野で幅広く利用されている。例えば、
（１）　医学や生理学の生きた細胞を扱う各分野の研究や、
（２）　各種金属材料の組織観察や欠陥、含有物検出等の工業系の研究・検査、
等である。
【０００３】
近年、倒立型顕微鏡を使用する研究や検査などにおいて、単なる観察や撮影以外の機能が
求められるケースが増加している。具体的には、接眼レンズによる試料の目視観察や写真
撮影に加えて、次のような用途がある。例えば、ＴＶカメラを用いて試料を撮像して、試
料の経時変化を観察したり画像処理を行うことや、試料にレーザー光を照射してその変化
を観察すること等である。また、金属材料を取り扱う工業系の研究・検査では、上記の用
途に加えて、試料のより広い視野を低倍率で観察するためのマクロ観察装置を組み合わせ
るケースや、試料の表面ではなく内部構造を観察するために赤外光と赤外光用撮像素子を
組み合わせたりするケースもある。
【０００４】
等しい投影倍率を持った撮影光路の増加を目的として、対物レンズおよび結像レンズを順
次通過した光を互いに異なる３方向以上の撮影光路に分岐した倒立型顕微鏡が知られてい
る（特開平７－３５９８６号公報参照）。
【０００５】
上記のような倒立型顕微鏡によれば、例えば、スチールカメラやＴＶカメラ等の撮影機器
を３台以上取付可能である。また、結像レンズによって各撮影光路に結像される試料の像
の像倍率を等しく設定できる。このため、各画像を容易に比較対照することが可能である
。
【０００６】
ところが、上記の倒立型顕微鏡では、対物レンズおよび結像レンズを順次通過した光を互
いに異なる３方向以上の投影光路に分岐させている。従って、この倒立型顕微鏡は、顕微
鏡本体内に第一の光学素子と、この第一の光学素子の光路上での位置を切り換えて各撮像
光路への光の供給状態を可変するいわゆる光路切換機構を常に内蔵していなければならな
い。
【０００７】
このため、撮影光路を必要としないユーザーにとって、第一の光学素子と第一の光学素子
を切り換える光路切換機構を常に内蔵していることは無駄であると共に、顕微鏡本体のコ
ストアップの要因になる。また、工業系の研究・検査において赤外光を用いたＴＶ観察を
行いたい場合等には、顕微鏡本体内の結像レンズおよび第一の光学素子を、コーティング
の変更等により赤外光の透過するタイプに変更しなければならないケースが多い。このよ
うな変更のために、倒立型顕微鏡をユーザーのもとから製造工場に引き上げる必要がある
上に、倒立型顕微鏡の分解や改造、組立作業が伴う。従って、タイプ変更に労力及び時間
が掛かるという問題が生じる。
【０００８】
また、ステージ支持部材を顕微鏡基台に対して伸縮させるか、或いはステージと顕微鏡基
台との少なくとも一方とステージ支持部材との間にスペーサ部材を配置することによって
、光学系を新たに追加できる構造を有する倒立型顕微鏡も知られている（特開平１１－７
２７１５号公報参照）。
【０００９】
上記のような倒立型顕微鏡によれば、ステージと顕微鏡基台との間に新たな空間が形成さ
れている。そして、この空間に新たな光学系を追加して配置することが可能である。また
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ステージ下部に配置された対物レンズと顕微鏡基台に配置された結像レンズとの間であっ
て、対物レンズから出射した平行光束中に新たな光学系を配置することにより、顕微鏡の
光学性能にほとんど低下させないようにできる。
【００１０】
上記のように、ステージ支持部材を伸縮させたりスペーサ部材を配置することによって、
机上面からのステージ高さが変化する。このため、以下のような問題がある。
【００１１】
（１）　ステージを水平面内で移動して試料の観察部位を変えるためのステージハンドル
の操作性が悪化する。
【００１２】
（２）　倒立型顕微鏡とともに使用されるマニピュレータ等の周辺装置の机上面からの高
さも変える必要がある。
【００１３】
（３）　ステージやステージ支持部材を取り外して新たな光学系を追加し、スペーサ部材
を配置して再びステージやステージ支持部材を組み立てる作業そのものが面倒である。
【００１４】
（４）　スペーサ部材を配置することによって、対物レンズの光軸とステージ面との直交
度が悪化して光学性能が劣化する。
【００１５】
また、顕微鏡本体のステージ下方に設けられたフィルタブロックとフィルタブロックを介
して試料に落射照明光を投光する照明投光ユニットを備えた倒立型顕微鏡において、照明
投光ユニットに代えて試料からの光を受光する受光手段を備えた倒立型顕微鏡も知られて
いる（特開平１１－１９４２７７号公報参照）。
【００１６】
このような倒立型顕微鏡によれば、受光手段を照明投光ユニットに代えて装着した時に、
フィルタブロックで反射された試料からの光が受光手段で受光されて、電気信号に変換さ
れる。従って、像出力ポートを持たない普及型の倒立型顕微鏡であっても、顕微鏡像の観
察や光量の検出を行うことが簡単にできる。
【００１７】
ところが、上記の倒立型顕微鏡では、照明投光ユニットを取り外してしまうので、落射照
明を必要とする金属材料の組織観察等、工業系の研究・検査にはまったく適用できないと
いった問題がある。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、落射照明を備えた工業用途の倒立型顕微鏡にも適用可能な種々の補助装置を簡
単に組み込むことができ、コスト的に安価で、操作性にも優れた倒立型顕微鏡を提供する
ことを目的とする。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記の課題を解決するために次のような手段を講じた。
【００２０】
　本発明の第１の局面に係る倒立型顕微鏡は、試料を載置するステージと、前記ステージ
を介して前記試料の下側に配置された対物レンズと、前記ステージを支持する顕微鏡本体
と、前記対物レンズから出射される観察光の光路に配置されて前記観察光を結像させる結
像レンズと、前記対物レンズと前記結像レンズとの間に配置され、前記観察光の光路に落
射照明を導入する落射照明光学素子と、前記顕微鏡本体に対して挿脱自在で、前記落射照
明光学素子と前記結像レンズとの間に配置されるオプションユニットと、前記オプション
ユニットに設けられ、前記顕微鏡本体に対する前記観察光路からの光束の分岐又は前記観
察光路への光束の導入を行うポート用光学素子とを具備することを特徴としている。
　本発明の第２の局面に係る倒立型顕微鏡は、試料を載置するステージと、前記ステージ
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を介して前記試料の下側に配置された対物レンズと、前記ステージを支持する顕微鏡本体
と、前記対物レンズから出射される観察光の光路に配置されて前記観察光を結像させる結
像レンズと、前記対物レンズと前記結像レンズとの間に配置され、前記観察光の光路に落
射照明を導入する落射照明光学素子と、前記観察光路からの光束の分岐又は前記観察光路
への光束の導入を行うポート用光学素子を、前記落射照明光学素子と前記結像レンズとの
間に配置するオプションポートユニットとを備え、前記オプションポートユニットは、前
記顕微鏡本体に挿脱自在であることを特徴としている。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に従い説明する。
【００２２】
（第１の実施形態）
図１及び図２は、本発明の第１の実施形態が適用される倒立型顕微鏡の構成図である。図
１は側面図である。図２は図１に示される倒立型顕微鏡の対物レンズを含む垂直光路部分
を前方からみた正面図である。
【００２３】
図１において、顕微鏡本体（以下、「鏡体」と称する）１は、概略凹字状である。鏡体１
の前後には、鏡脚と呼ばれる上方向へ突出した部分が形成されている。鏡脚の上方にステ
ージ３が配置されている。ステージ３上に観察試料２が載置される。
【００２４】
ハロゲンランプ等による照明用光源４からの光束は、コレクタレンズ５を介して投光管６
に導かれる。投光管６に導かれた光束は、コレクタレンズ５で集光された光をリレーする
ためのリレーレンズ７、８を介して落射照明光学素子としての半透過性ミラー９に入射す
る。この場合、投光管６は、鏡体１の後側鏡脚の中央部に設けられた図示しない開口部に
固定され、落射照明装置を構成している。
【００２５】
ＩＲカットフィルタ９１は、照明用光源４の中に含まれる赤外光成分をコレクタレンズ５
の前で遮断する。
【００２６】
半透過性ミラー９で反射された光束は、対物レンズ１０を介して観察試料２に照射される
。レボルバー１１は、複数の対物レンズを保持する（図１及び図２では１本のみ記載）。
複数の対物レンズを含む対物レンズ１０は、その中の１本が択一的に光路中に配置される
。
【００２７】
観察試料２からの反射光は、半透過性ミラー９を透過する。透過光に対して、結像レンズ
１２により対物レンズ１０とともに観察試料２の拡大像が形成される。この拡大像は、反
射ミラー１３に入射される。反射ミラー１３は、鏡体１の最下端部に配置されている。反
射ミラー１３は、対物レンズ１０および結像レンズ１２によって垂直下向きに出射された
観察試料２の結像光束を斜め上方（ここでは４５゜）に反射する。そして、結像光束が斜
め上方に向かう観察光路１４上に、中間像Ｉ１が形成される。
【００２８】
中間像Ｉ１は、リレーレンズ１５、１６に入射される。これらリレーレンズ１５、１６は
、中間像Ｉ１をリレーして、鏡体１の前部上方に位置する鏡筒取付部１ａから出射する光
束を平行光束に整える。そして、これらリレーレンズ１５、１６でリレーされた中間像Ｉ
１は、結像レンズ１７を介して接眼レンズ１８の位置で結像する。結像された中間像Ｉ１
が接眼レンズ１８から観察者の眼に入ることによって、観察試料２の像が観察される。こ
の場合、結像レンズ１７は、鏡筒取付部１ａに着脱可能に取り付けられた鏡筒１９内部に
設けられている。また、接眼レンズ１８は、鏡筒１９に一体的に設けられた両眼で観察す
るための双眼部２０に取り付けられている。
【００２９】
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レボルバー１１は、レボルバー台２１に保持されている。このレボルバー台２１は、鏡体
１の中央部に対して上下方向に直動自在に支持されている。また、レボルバー台２１には
、ラック２２が取り付けられている。このラック２２と噛み合うピニオン軸２３が焦準ハ
ンドル２４と同軸に設けられている。これにより、焦準ハンドル２４を回転すると、ピニ
オン軸２３が回転する。すると、ピニオン軸２３と噛み合うラック２２およびラック２２
が固定されているレボルバー台２１が上下方向に駆動される。これにより、ステージ３上
に置かれた観察試料２とレボルバー１１に保持された対物レンズ１０との相対距離が変化
する。その結果、対物レンズ１０と結像レンズ１２によって形成される観察試料２の中間
像Ｉ１を所定位置に結像させるピント調節が可能になる。
【００３０】
一方、鏡体１内部の半透過性ミラー９と結像レンズ１２との間には、入出力ポートとして
オプションポートユニット２５が挿入される。このオプションポートユニット２５は、鏡
体１の側面からアリ部２５１に沿って挿脱自在になっている。
【００３１】
オプションポートユニット２５の端部に、図２に示すように、補助装置としてレーザー光
源２６が設けられている。この場合、レーザー光源２６は、アダプタ２７に支持されてい
る。アダプタ２７は、取付け部２８を介してオプションポートユニット２５の基部材に固
定されている。また、オプションポートユニット２５内部のレーザー光源２６からの光束
の光路上には、ポート用光学素子としてミラー２９が配置されている。このミラー２９は
、ミラー枠３０に固定されている。ミラー枠３０は、ガイド機構３１を介してオプション
ポートユニット２５の基部材に対して図２の左右方向に直線移動可能に構成されている。
これにより、ミラー２９は、対物レンズ１０の光軸に対して挿脱可能になっている。この
場合、ミラー２９は、対物レンズ１０の光軸上に位置された状態では、レーザー光源２６
からの光束を対物レンズ１０側に反射し、対物レンズ１０を介して観察試料２を照射する
。
【００３２】
レーザー光源２６は、工業分野においては、例えば、次の用途に使用される。例えば、（
１）高分子素材の微小球体が媒体である液体中に無数に配列されているような試料におい
て、生物細胞等と同様にエネルギー密度の高いレーザー光源を照射することによって捕捉
（レーザートラップ）する用途や（２）ＩＣチップ等の試料においてパターンを修復（レ
ーザーリペア）する用途がある。
【００３３】
ガイド機構３１の可動側、つまりミラー枠３０には、切換レバー３２が設けられている。
この切換レバー３２は、移送手段としてのガイド機構３１を介してミラー枠３０を直線動
作させる。切換レバー３２により、ミラー２９の対物レンズ１０の光軸上への挿脱が行わ
れる。
【００３４】
このような構成において、まず、オプションポートユニット２５を鏡体１の側面からアリ
部２５１に沿って移動させながら装着する。
【００３５】
次に、切換レバー３２を鏡体１内部に向かって押し込む。ガイド機構３１を介してミラー
枠３０が図２の右方向に直線動作する。これにより、ミラー２９は、対物レンズ１０の光
軸上の図２の実線位置に位置決めされる。
【００３６】
この状態で、レーザー光源２６からレーザー光が発生すると、レーザー光は、ミラー２９
により対物レンズ１０側に反射し、対物レンズ１０を介して観察試料２に照射される。
【００３７】
次に、切換レバー３２を鏡体１の外部側に引き出すと、ガイド機構３１を介してミラー枠
３０が図２の左方向に直線動作する。これにより、ミラー２９は、対物レンズ１０の光軸
上から外れた図２の破線位置まで後退される。
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【００３８】
この状態では、レーザー光源２６から発せられるレーザー光は、対物レンズ１０に導入さ
れない。照明用光源４からの光束が半透過性ミラー９で反射し、対物レンズ１０を介して
観察試料２に照射される。そして、観察試料２からの反射光は、半透過性ミラー９を透過
して、結像レンズ１２により反射ミラー１３に入射する。反射ミラー１３で反射された光
は、観察光路１４上で中間像Ｉ１として結像される。中間像Ｉ１は、リレーレンズ１５、
１６、結像レンズ１７を介して接眼レンズ１８の位置で結像される。これにより、観察試
料２にレーザー光などを照射した後の、観察試料２の変化などを目視観察することができ
る。
【００３９】
なお、上述では、補助装置として、レーザー光源２６を例示している。組み合わされる補
助装置によっては、ミラー２９を、ミラー枠３０ごと、別の光学素子、例えば特定波長域
のみ反射するダイクロイックミラー等に交換しても良い。
【００４０】
なお、前述のようなレーザートラップ等の用途において比較的長い波長のレーザー光源２
６を用いる場合には、ミラー２９ではなく、レーザー光源２６の波長域を含みそれより長
波長側を反射し、それより短波長側を通過させるようなダイクロイックミラーに交換する
ことが好ましい。これにより、照明用光源４による観察試料２の観察を行いながらレーザ
ー光を照射することが可能である。
【００４１】
第１の実施態様によれば、ミラー２９と、このミラー２９をミラー枠３０ごと光路に対し
て挿脱するためのガイド機構３１などを含む比較的簡単な構成のみで、補助装置としての
レーザー光源２６からの光を観察試料２に照射するためのオプションポートユニット２５
を構成している。しかも、第１の実施態様では、オプションポートユニット２５を鏡体１
に対して着脱可能な構成としている。これにより、オプションポートユニット２５を必要
とするユーザーに対してのみ後付けで提供することができる。また、オプションポートユ
ニット２５は、対物レンズ１０と結像レンズ１２との間の平行光の部分に配置されている
ので、光束の分岐或いは導入に有利であリ、システム的にメリットが生じる。従って、第
１の実施態様に係る倒立型顕微鏡は、顕微鏡本体内部に光路切換えのための光学素子など
を常設する倒立型顕微鏡と比べて、鏡体１本体のコストを低く抑えることができる。加え
て、第１の実施態様に係る倒立型顕微鏡は、従来の光学系を新たに追加するためにステー
ジの高さなどを変更する倒立型顕微鏡と比べても作業性や操作性の悪化を回避できる。ま
た、第１の実施態様に係る倒立型顕微鏡は、落射照明を必要とする工業用途の倒立型顕微
鏡にも適用が可能である。
【００４２】
（第２の実施形態）
本発明の第２の実施形態を図３を参照して説明する。図３は、倒立型顕微鏡の対物レンズ
を含む垂直光路部分を前方から見た正面図である。図３に示す倒立型顕微鏡は、第１の実
施形態で述べた倒立型顕微鏡とオプションポートユニットの構成が異なるのみであり、そ
の他の構成は、同一である。従って、図３において、図１および図２と同一部分には、同
符号を付して説明は省略する。
【００４３】
図３において、オプションポートユニット４１は、鏡体１内部の半透過性ミラー９と結像
レンズ１２との間に挿入される。そして、オプションポートユニット４１は、鏡体１の側
面から図示しないアリ部に沿って挿脱自在になっている。
【００４４】
オプションポートユニット４１の端部には、補助装置としてＣＣＤ等の撮像素子を内蔵し
たＴＶカメラ４２が設けられている。この場合において、ＴＶカメラ４２は、アダプタ４
３に支持され、取付け部４４を介してオプションポートユニット４１の基部材に固定され
ている。
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【００４５】
また、オプションポートユニット４１の内部に、対物レンズ１０の光軸に対して挿脱可能
に半透過性ミラー４５が配置されている。この半透過性ミラー４５は、半透過性ミラー枠
４６に固定されている。半透過性ミラー枠４６は、ガイド機構４７を介してオプションポ
ートユニット４１の基部材に対して図３の左右方向に直線移動可能である。これにより、
半透過性ミラー４５が対物レンズ１０の光軸に対して挿脱可能になっている。この場合、
半透過性ミラー４５は、対物レンズ１０の光軸上に位置された状態で、対物レンズ１０で
集光された観察試料２からの反射光のうちの一部（例えば５０％程度）をＴＶカメラ４２
側に偏向し、残りを結像レンズ１２側に透過する。
【００４６】
ガイド機構４７の可動側、つまり半透過性ミラー枠４６には、切換レバー４８が設けられ
ている。この切換レバー４８は、ガイド機構４７を介してミラー枠４６を直線動作させる
。切換レバー４８により、半透過性ミラー４５の対物レンズ１０の光軸上への挿脱が切換
えられる。
【００４７】
半透過性ミラー４５とＴＶカメラ４２との間に結像レンズ４９が配置されている。結像レ
ンズ４９は、半透過性ミラー４５で偏向された観察試料２からの反射光をＴＶカメラ４２
の撮像素子上に像として結ぶためのレンズであり、結像レンズユニット５０に内蔵されて
いる。結像レンズユニット５０は、オプションポートユニット４１内部に着脱自在に取り
付けられている。
【００４８】
上記のような構成において、まず、オプションポートユニット４１を鏡体１の側面からア
リ部に沿って移動させながら装着する。
【００４９】
次に、切換レバー４８を鏡体１内部に向かって押し込むと、ガイド機構４７を介して半透
過性ミラー枠４６が図３の左方向に直線動作する。半透過性ミラー４５は、対物レンズ１
０の光軸上の図３の実線位置に位置決めされる。
【００５０】
この状態において、まず、図示しない照明光源からの光束が半透過性ミラー９で反射され
る。そして、反射された光が、対物レンズ１０を介して観察試料２に照射される。観察試
料２からの反射光が半透過性ミラー９を介して半透過性ミラー４５に入射する。半透過性
ミラー４５に入射した光の一部（例えば５０％程度）がＴＶカメラ４２側に偏向され、結
像レンズ４９を介してＴＶカメラ４２の撮像素子上に結像される。これにより、ＴＶカメ
ラ４２より撮像信号が出力される。この信号は、画像として図示しないＴＶモニタ等に表
示されることによって、観察が行われる。
【００５１】
切換レバー４８を鏡体１の外部側に引き出すと、ガイド機構４７を介して半透過性ミラー
枠４６が図３の右方向に直線動作する。これにより、半透過性ミラー４５は、対物レンズ
１０の光軸上から外れた図３の破線位置まで後退される。
【００５２】
この状態では、観察試料２からの反射光がＴＶカメラ４２側に導入されることがない。従
って、観察試料２からの反射光は、半透過性ミラー９を透過して、結像レンズ１２を介し
て反射ミラー１３に入射する。反射ミラー１３で反射された光は、観察光路１４上で中間
像Ｉ１として結像される。中間像Ｉ１は、リレーレンズ１５、１６、結像レンズ１７を介
して接眼レンズ１８の位置で結像されて、目視観察される。
【００５３】
結像レンズユニット５０は、組み合わせるＴＶカメラ４２の撮像素子の大きさ等にあわせ
て、倍率などの仕様が異なる結像レンズ５１を内蔵した別の結像レンズユニット５２に交
換することが可能である。ちなみに、第２の実施形態では、例えば結像レンズ４９は、結
像レンズ１２の焦点距離の半分の焦点距離で０．５×の結像倍率を有する結像レンズ、結
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像レンズ５１は、結像レンズ１２の焦点距離の約１／３の焦点距離で０．３５×の結像倍
率を有する結像レンズなどが用いられる。
【００５４】
また、ＴＶカメラ４２として金属試料の内部を観察する目的等のためにＩＲ（赤外線）用
のカメラを組み合わせる場合には、結像レンズ４９（５１）に代て、ＩＲ（赤外線）を十
分透過する特性を持ったＩＲ用結像レンズを使用する。
【００５５】
更に、結像レンズ４９（および５１）よりも大きい、或いは小さい倍率を有する別の結像
レンズを用意することも可能である。倍率や波長特性等の仕様の異なる結像レンズの中か
ら、倒立型顕微鏡に組み合わせるＴＶカメラ４２に適した結像レンズを選択できる。従っ
て、用途が広がるという利点を有している。
【００５６】
なお、第２の実施形態においても、半透過性ミラー４５は半透過性ミラー枠４６ごと交換
可能となっている。従って、倒立型顕微鏡に組み合わされるＴＶカメラ４２がＩＲ（赤外
線）用のカメラである場合には、半透過性ミラー４５をミラー枠４６ごと、ＩＲ（赤外線
）波長域のみ反射するダイクロイックミラー等に交換することにより、効率のよいＩＲ観
察が可能になる。
【００５７】
また、ＩＲ観察を行う場合には、図１に示されたＩＲカットフィルタ９１を照明光路から
取り外して、照明用光源４の持つ赤外光成分を観察試料２に十分照明する。更に、結像レ
ンズユニット５０（又は結像レンズユニット５２）などに代えて、赤外光を十分透過する
特性をもった結像レンズユニットを用いる。
【００５８】
上記のようにすれば、組み合わされるＴＶカメラ４２に応じて、倍率等の仕様の異なる結
像レンズ４９（５１）を組み込んだ結像レンズユニット５０（５２）をオプションポート
ユニット４１に着脱自在に設けるようにできる。従って、ＴＶカメラ４２を取り付けた場
合に、撮像素子のサイズによって何種類かの倍率から所望の縮小倍率を持った結像レンズ
を選択することによって、広い視野が撮像できるなど、常に最適な状態での撮像が可能と
なる。これにより、良好な顕微鏡観察を実現することができる。
【００５９】
結像レンズユニットは、鏡体１とは独立したオプションとして供給できるので、交換がし
やすい。また、第２の実施形態においては、第１の実施形態で記載したようなＩＲカット
フィルタ９１の取り外しも容易に行うことができる。上記のように、第２の実施形態にお
いても、鏡体１そのものの構成部品を改造したり交換したりという作業が不要である。従
って、第２の実施形態に係る倒立型顕微鏡は、様々な用途に対応しやすいという利点を有
する。また、第２の実施形態に係る倒立型顕微鏡は、撮像倍率の変更やＩＲ観察などにお
いて非常に好ましい。これはいずれも、対物レンズ１０からの光が落射照明光を導入する
半透過性ミラー９を通過して結像レンズ１２に入射する前の位置にオプションポートユニ
ットを形成したことによる効果である。
【００６０】
（第３の実施形態）
図４を参照して本発明の第３の実施形態を説明する。図４は、倒立型顕微鏡の対物レンズ
を含む垂直光路部分を前方から見た正面図である。
【００６１】
図４に示す倒立型顕微鏡は、第２の実施形態で述べた倒立型顕微鏡とオプションポートユ
ニットの構成が異なるのみであり、その他の構成は、同一である。従って、図４において
、図３と同一部分には、同符号を付して説明は省略する。
【００６２】
図４において、オプションポートユニット６１は、鏡体１内部の半透過性ミラー９と結像
レンズ１２との間に挿入される。そして、オプションポートユニット６１は、鏡体１の側
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面から図示しないアリ部に沿って挿脱自在になっている。
【００６３】
オプションポートユニット６１は、鏡体１の左右側面を貫通して設けられている。オプシ
ョンポートユニット６１の一方の端部に補助装置としてＣＣＤ等の撮像素子を内蔵したＴ
Ｖカメラ４２が設けられている。この場合において、ＴＶカメラ４２は、アダプタ４３に
支持され、取付け部４４を介してオプションポートユニット６１に固定されている。
【００６４】
また、オプションポートユニット６１内部には、ＴＶカメラ４２の撮像素子上に像を結ぶ
ための結像レンズ４９が配置されている。この結像レンズ４９は、結像レンズユニット５
０に内蔵されている。結像レンズユニット５０は、オプションポートユニット６１内部に
着脱自在に取り付けられている。
【００６５】
ここまでの構成、作用、及び効果は、上述した第２の実施形態と同様であるため詳細な説
明は省略する。
【００６６】
オプションポートユニット６１内部には、対物レンズ１０の光軸上に対して挿脱可能にプ
リズム６２が配置されている。このプリズム６２は、プリズム枠６３に固定されている。
プリズム枠６３は、ガイド機構６４を介してオプションポートユニット６１の基部材に対
して図４の左右方向に直線移動可能である。これにより、プリズム６２が、対物レンズ１
０の光軸に対して挿脱可能になっている。この場合、プリズム６２は、対物レンズ１０の
光軸上に位置された状態で、対物レンズ１０で集光された観察試料２からの反射光のうち
の一部（例えば８０％程度）を結像レンズ４９を介してＴＶカメラ４２側に偏向させ、残
りを結像レンズ１２側に透過させる。また、ミラー枠４６には、切換レバーが固定されて
いるが、図示は省略している。
【００６７】
一方、オプションポートユニット６１の他端部には、取付け部６５を介して他の補助装置
としてマクロ観察装置６６が設けられている。
【００６８】
マクロ観察装置６６は、以下のように構成されている。
【００６９】
水平に置かれた標本又は描画面等の対象物６７に対して対物レンズ６８が配置されている
。対象物６７の上面より出た光は対物レンズ６８の結像作用を受ける。光軸６９は、ミラ
ーから成る第１偏向部７０により鉛直方向から水平方向に偏向される。そして、結像レン
ズ７１の結像作用によって像７２として結像される。この像７２からの光は、リレーレン
ズ７３による結像作用を受ける。像７２からの光の光軸が二面のミラー７４ａ、７４ｂか
ら成る第２偏向部によって水平方向から鉛直方向に偏向された後に、像７５として結像さ
れる。更に、この像７５からの光はリレーレンズ７６による結像作用を受ける。像７５か
らの光の光軸が二面のミラー７７ａ、７７ｂから成る第３偏向部によって鉛直方向から水
平方向に偏向された後に、リレーレンズ７８の結像作用を受けて平行光束に整えられて、
取付け部６５から鏡体１の内部に導入される。この場合、対物レンズ６８、第１偏向部７
０、結像レンズ７１、リレーレンズ７３、ミラー７４ａ、７４ｂ、リレーレンズ７６は、
第１鏡筒７９により支持される。また、ミラー７７ａ、７７ｂ、リレーレンズ７８は、第
２鏡筒８０により支持されている。また、第１鏡筒７９は第２鏡筒８０に水平面内で回動
可能に支持されている。第２鏡筒８０は支持台８１に鉛直方向の位置調整可能に支持され
ている。また、第１鏡筒７９内の対物レンズ６８は倍率変化のために光軸に沿って移動可
能となっている。更に、第２鏡筒８０内のリレーレンズ７８は焦点合せのために光軸に沿
って移動可能となっている。
【００７０】
上記のような構成においても、図示しない切換レバーを鏡体１内部に向かって押し込んで
、プリズム６２を対物レンズ１０の光軸上の図４の実線位置に位置決めすることによって
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、取付け部６５を介して導入された平行光束は、プリズム６２によってその約８０％が対
物レンズ１０とは反対方向の結像レンズ１２側へと偏向されて、反射ミラー１３に入射す
る。され、反射ミラー１３で反射された光は、図１で述べたように、観察光路１４上で中
間像Ｉ１として結像される。中間像Ｉ１は、リレーレンズ１５、１６、結像レンズ１７を
介して接眼レンズ１８で目視観察される。
【００７１】
一方、図示しない照明光源からの光束が半透過性ミラー９で反射されて、対物レンズ１０
を介して観察試料２に照射されると、半透過性ミラー９を介してプリズム６２に入射され
る。すると、このうちの約８０％がＴＶカメラ４２側に偏向されて、結像レンズ４９を介
してＴＶカメラ４２の撮像素子上に結像される。これにより、ＴＶカメラ４２より撮像信
号が出力され、画像として図示しないＴＶモニタ等に表示され、観察に供される。
【００７２】
なお、マクロ観察装置６６によって取付部６５から導入される対象物６７からの平行光束
のうち一部（今の場合は約２０％）の光はプリズム６２で反射せずに通過して、結像レン
ズ４９を介してＴＶカメラ４２の撮像素子上に結像される。従って、ＴＶカメラ４２では
、対物レンズ１０による観察試料２の拡大像とマクロ観察装置６６による対象物６７の像
とを重ね合わせて撮像して、重ね合わせた画像をＴＶモニタ等で観察することも可能であ
る。
【００７３】
同様に、対物レンズ１０から出射される観察試料２からの光束のうち一部（今の場合は約
２０％）はプリズム６２で反射せずに通過し、結像レンズ１２、反射ミラー１３、リレー
レンズ１５、１６、結像レンズ１７を順に介して、接眼レンズ１８で目視観察される。し
たがって、接眼レンズ１８においても、マクロ観察装置６６による対象物６７の像と対物
レンズ１０による観察試料２の拡大像とを重ね合わせて観察することが可能である。
【００７４】
対象物６７として白紙を置いた場合には、この白紙上に観察試料２の像にあわせて手書き
することが可能である。この手法は描画装置として知られている。
【００７５】
なお、プリズム６２の反射透過比率は８０％：２０％に限ったものではなく、５０％：５
０％など用途に応じて適宜選択することが可能である。
【００７６】
図示しない切換レバーを鏡体１の外部側に引き出してプリズム６２を対物レンズ１０の光
軸上から外れた図４の破線位置まで後退させる。この場合には、観察試料２からの反射光
は、ＴＶカメラ４２側に導入されることがない。従って、観察試料２からの反射光は、結
像レンズ１２を介して反射ミラー１３に入射する。反射ミラー１３で反射された光は、観
察光路１４上で中間像Ｉ１として結像され、リレーレンズ１５、１６、結像レンズ１７を
介して接眼レンズ１８で目視観察される。
【００７７】
第３の実施形態によれば、オプションポートユニット６１を鏡体１の左右側面を貫通して
設けられ、２個の補助装置を同時に取り付けることができる。従って、ＴＶカメラ４２（
ＩＲカメラ）による観察とマクロ観察装置６６によるマクロ観察などを同時に実現するこ
とができる。
【００７８】
（第４の実施形態）
図５を参照して、本発明の第４の実施形態を説明する。図５は、倒立型顕微鏡の対物レン
ズを含む垂直光路部分を前方から見た正面図である。
【００７９】
図５に示す倒立型顕微鏡は、第２の実施形態で述べた倒立型顕微鏡とオプションポートの
構成が異なるのみであり、その他の構成は同一である。従って、図５において、図４と同
一部分には同符号を付して説明は省略する。
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【００８０】
図５において、オプションポートユニット１０１は、鏡体１内部の半透過性ミラー９と結
像レンズ１２の間に挿入される。オプションポートユニット１０１は、鏡体１の側面から
図示しないアリ部に沿って挿脱自在になっている。
【００８１】
オプションポートユニット１０１の図５の左側の鏡体１より突出した部分には、ダブルポ
ート部１０２が形成されている。ダブルポート部１０２の１つの取付部１０２ａには、Ｔ
Ｖカメラ４２が装着されており、もう１つの取付部１０２ｂには、別のＴＶカメラ（ここ
では、「ＩＲ観察用カメラ」とする）１０３が装着されている。この場合、ＴＶカメラ４
２はアダプタ４３に支持されており、取付部１０２ａを介してダブルポート部１０２に固
定されている。また、ＴＶカメラ１０３はアダプタ１１０に支持されており、取付部１０
２ｂを介してダブルポート部１０２に固定されている。
【００８２】
ダブルポート部１０２の内部には、赤外領域の光だけを反射するダイクロイックミラー１
０４が配置されている。ダイクロイックミラー１０４は、紙面に対して垂直方向に移動可
能である。ダイクロイックミラー１０４が紙面に対して垂直方向に移動することによって
、ダイクロイックミラー１０４が半透過性ミラー４５とＴＶカメラ４２を結ぶ光軸上から
退避可能になっている。
【００８３】
なお、第４の実施形態においては、ダブルポート部１０２の取付部１０２ｂを垂直上方に
設けるようにしている。取付部１０２ｂは、水平方向（紙面に垂直な方向）に設けること
も勿論可能である。
【００８４】
オプションポートユニット１０１に配置されている半透過性ミラー４５、半透過性ミラー
枠４６、ガイド機構４７、切換レバー４８の構成および作用については、第２の実施形態
と同様であるので、その説明は省略する。
【００８５】
オプションポートユニット１０１内部の半透過性ミラー４５とＴＶカメラ４２との間には
結像レンズ１０５が配置されている。この結像レンズ１０５は、第２の実施形態における
結像レンズ４９に比べて、ダブルポート部１０２の寸法分だけ焦点距離が長い。結像レン
ズ１０５は、半透過性ミラー４５で偏向された観察試料２からの反射光をＴＶカメラ４２
或いは１０３の撮像素子上に結像する。なお、結像レンズ１０５は、結像レンズユニット
１０６に内蔵されている。結像レンズユニット１０６はオプションポートユニット１０１
の内部に着脱自在に取り付けられている。
【００８６】
上記のような構成において、切換レバー４８を押し込むと、半透過性ミラー４５は対物レ
ンズ１０の光軸に位置決めされる。
【００８７】
この状態から図示しない照明光源からの光束が半透過性ミラー９で反射されると、対物レ
ンズ１０を介して観察試料２を照射する。観察試料２からの反射光が半透過性ミラー９を
介して半透過性ミラー４５に入射すると、このうちの一部（例えば５０％程度）がダブル
ポート部１０２側に偏向される。ダブルポート部１０２の内部にあるダイクロイックミラ
ー１０４が半透過性ミラー４５とＴＶカメラ４２を結ぶ光軸上に位置している時には、上
記ダブルポート部１０２側に偏向された光束のうち、赤外光成分は反射されて、ＩＲ観察
用ＴＶカメラ１０３の撮像素子上に結像される。赤外光成分を除く残りの可視光成分はそ
のままダイクロイックミラー１０４を通過して、ＴＶカメラ４２の撮像素子上に結像され
る。
【００８８】
ダブルポート部１０２の内部にあるダイクロイックミラー１０４が半透過性ミラー４５と
ＴＶカメラ４２を結ぶ光軸上から退避している時には、上記ダブルポート部１０２側に偏
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向された光束すべてが、ＴＶカメラ４２の撮像素子上に結像される。
【００８９】
これにより、ＴＶカメラ４２およびＩＲ観察用ＴＶカメラ１０３より映像信号が出力され
る。この信号は、画像として図示しないＴＶモニタ等に表示され、観察に供される。
【００９０】
切換レバー４８を鏡体１の外側に引き出すと、第２の実施形態の場合と同様に、観察試料
２からの反射光はＴＶカメラ４２および１０３側に導入されることなく、目視観察に供さ
れる。
【００９１】
なお、ダブルポート部１０２に内蔵される光学素子は、第３の実施形態では赤外光成分を
反射するダイクロイックミラー１０４としている。これに限らず、光学素子は、装着する
ＴＶカメラの種類に応じて、単なる半透過性ミラーなど異なる特性を有していても良い。
【００９２】
以上のように、第４の実施形態においては、オプションポートユニットの一端にダブルポ
ート部を形成して、２台のカメラを装着するようにしている。そのため、試料の通常観察
像とＩＲ観察像とを迅速に切り換えて観察する等のアプリケーションが可能となる。なお
、オプションポートユニットには、２台に限らず、それ以上のカメラを取り付けることが
できるようにしても良い。
【００９３】
（第５の実施形態）
図６を参照して、本発明の第５の実施形態を説明する。図６は、倒立型顕微鏡の対物レン
ズを含む垂直光路部分を前方から見た正面図である。
【００９４】
図６に示す倒立型顕微鏡は、第２の実施形態で述べた倒立型顕微鏡とオプションポートの
構成が異なるのみであり、その他の構成は同一である。従って、図６において、図４と同
一部分には同符号を付して説明は省略する。
【００９５】
図６において、オプションポートユニット２０１は、鏡体１内部の半透過性ミラー９と結
像レンズ１２の間に挿入される。オプションポートユニット２０１は、鏡体１の側面から
図示しないアリ部に沿って挿脱自在になっている。
【００９６】
オプションポートユニット２０１の図６の左側の端部には、補助装置としてＴＶカメラ４
２が装着されている。ＴＶカメラ４２は、アダプタ４３に支持されている。アダプタ４３
は、取付部２０２を介してオプションポートユニット２０１の基部材に固定されている。
【００９７】
また、オプションポートユニット２０１の図６の右側の端部には、補助装置としてレーザ
ー光源２６が装着されている。レーザー光源２６は、アダプタ２７に支持されている。ア
ダプタ２７は、取付部２０３を介してオプションポートユニット２０１の基部材に固定さ
れている。
【００９８】
オプションポートユニット２０１の内部には、対物レンズ１０の光軸に対して挿脱可能に
半透過性ミラー４５およびダイクロイックミラー２０４が配置されている。半透過性ミラ
ー４５は半透過性ミラー枠４６に固定されている。ダイクロイックミラー２０４はダイク
ロイックミラー枠２０５に固定されている。また、半透過性ミラー４５およびダイクロイ
ックミラー２０４がガイド機構２０６の上に一体的に配置されている。ここで、半透過性
ミラー４５およびダイクロイックミラー２０４はオプションポートユニット２０１の基部
材に対して図６の左右方向に直線移動可能になっている。これにより、半透過性ミラー４
５およびダイクロイックミラー２０４が対物レンズ１０の光軸に対して挿脱可能になって
いる。図６において、ガイド機構２０６の右側には切換レバー２１０が固定されている。
図６においては、半透過性ミラー４５が、対物レンズ１０の光軸上に配置された状態を示
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している。この場合には、対物レンズ１０で集光された観察試料２からの反射光のうちの
一部（例えば５０％程度）がＴＶカメラ４２側に偏向し、残りが結像レンズ１２側へ透過
している。また、ダイクロイックミラー２０４が、対物レンズ１０の光軸上に配置された
状態では次のようになる。レーザー光源２６からの光束は対物レンズ１０側に１００％反
射される。反射光は、対物レンズ１０を介して観察試料２に照射される。また、図示しな
い照明光源からの光束による観察試料２からの反射光は、半透過性ミラー９を通過後に、
このダイクロイックミラー２０４から結像レンズ１２の方向へ通過する。
【００９９】
また、図６において、ガイド機構２０６の左側には結像レンズ枠２０７を介して結像レン
ズ２０８が固定されている。この結像レンズ２０８は、半透過性ミラー４５が対物レンズ
１０の光軸上に配置された状態の時に、半透過性ミラー４５で偏向された対物レンズ１０
からの光束がちょうどＴＶカメラ４２の撮像素子上に結像される。そして、ダイクロイッ
クミラー２０４が対物レンズ１０の光軸上に位置する状態では、結像レンズ２０８は、半
透過性ミラー４５とともに図６の左側に退避する。
【０１００】
上記のような構成において、切換レバー２１０を押し込むと、ダイクロイックミラー２０
４は対物レンズ１０の光軸上に位置決めされる。
【０１０１】
この状態で、レーザー光源２６からレーザー光が出射するとレーザー光が、ダイクロイッ
クミラー２０４により対物レンズ１０側に反射される。反射光は、この対物レンズ１０を
介して観察試料に照射される。
【０１０２】
切換レバー２１０を引き出すと、半透過性ミラー４５が対物レンズ１０の光軸上に位置決
めされるとともに、結像レンズ２０８が所定の位置に位置決めされる。
【０１０３】
この状態において、図示しない照明光源からの光束が半透過性ミラー９で反射され、対物
レンズ１０を介して観察試料２に照射される。観察試料２からの反射光が半透過性ミラー
９を介して半透過性ミラー４５に入射すると、入射光の一部（例えば５０％程度）がＴＶ
カメラ４２側に偏向され、結像レンズ２０８を介してＴＶカメラ４２の撮像素子上に結像
される。これにより、ＴＶカメラ４２から撮像信号が出力される。この信号は画像として
図示しないＴＶモニタ等に表示され、観察に供される。
【０１０４】
また半透過性ミラー４５を通過した残りの光束は、結像レンズ１２、ミラー１３等を介し
て、最終的に接眼レンズ１８で目視観察される。
【０１０５】
上記のように、第５の実施形態においては、オプションポートユニットの両側に、補助装
置としてＴＶカメラおよびレーザー光源を装着するようにしている。これにより、双方の
アプリケーションを１ヶ所で効率よく行うことができるという利点を有する。
【０１０６】
本発明の各実施形態によれば、医学や生理学の生きた細胞を扱う各分野の研究用途の倒立
型顕微鏡のみならず、落射照明を備えた工業用途の倒立型顕微鏡にも適用が可能である。
また、顕微鏡本体のコストアップを招くことなく、ユーザーの希望に合わせてＴＶカメラ
を組み合わせたり、レーザー光を導入したり、マクロ観察装置を組み合せたりすることが
可能である。加えて、ステージ高さが変わることによる操作性の悪化を招くことのなく、
入出力ポートを備えることができる。
【０１０７】
上記の各実施形態から、以下の発明が抽出できる。
【０１０８】
本発明の局面に係る倒立型顕微鏡は、試料の下側に配置された対物レンズと、前記対物レ
ンズから出射される観察光の光路に配置されて前記観察光を結像させる結像レンズと、前
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記対物レンズと前記結像レンズとの間に配置され、前記観察光の光路に落射照明を導入す
る落射照明光学素子と、前記落射照明光学素子と前記結像レンズの間に配置され、前記観
察光の光路からの光束の分岐又は前記観察光の光路への光束の導入を行う入出力ポートと
を具備することを特徴としている。
【０１０９】
本発明の局面において、好ましい実施態様は、以下のとおりである。なお、以下の実施態
様は、単独で適用しても良いし、適宜組み合わせて適用しても良い。
【０１１０】
（１）　前記入出力ポートは着脱自在のオプションポートユニットを含み、前記オプショ
ンポートユニットは、前記観察光の光路に対する光束の分岐又は導入を行うポート用光学
素子と、前記ポート用光学素子を前記観察光の光路に対して挿脱する切換手段と、前記ポ
ート用光学素子により前記観察光の光路から分岐された光束の受光又は前記観察光の光路
に挿入される光束の送出を行う補助装置を取り付けるための補助装置取付部とを備えるこ
と。
【０１１１】
（２）　前記オプションポートユニットを着脱自在に取り付けるためのアリ機構を更に具
備すること。
【０１１２】
（３）　前記オプションポートユニットは、前記ポート用光学素子と前記補助装置取付部
との間に配置された第２の結像レンズを更に具備すること。
【０１１３】
（４）　前記第２の結像レンズは倍率の異なる他の結像レンズと交換可能であること。
【０１１４】
（５）　前記落射用光学素子と光源との間に着脱可能に配置されたＩＲカットフィルタを
更に具備すること。
【０１１５】
（６）　前記ポート用光学素子により、前記観察光の光路に対して分岐又は導入される光
路が２つ形成され、前記補助装置取付部は、前記２つの光路に対応して設けられること。
【０１１６】
（７）　前記オプションポートユニットは、撮像装置を取り付けるための少なくとも２つ
の取り付け部を有すること。
【０１１７】
【発明の効果】
本発明の実施形態によれば、入出力ポートを試料からの反射光を取り出す出力ポートとし
て使用する場合は、入出力ポートから取り出された光は、光量の検出やＴＶカメラによる
撮像に供することができる。また、外部から光を導入する入力ポートとして使用する場合
は、外部のレーザー光源から試料へ照射する光を試料上で結像するように導入でき、更に
、マクロ観察装置のように外部からの光を導入する場合は、対物レンズを通過した試料の
像とまったく同様にして一次像を結像し、接眼レンズ等で観察することができる。
【０１１８】
また、本発明の実施形態によれば、オプションユニットである入出力ポートを取り付けた
場合にのみ、ＴＶカメラやマクロ観察装置等の補助装置を取り付けて種々の観察等が可能
となり、また、これら補助装置への光の導入は、搬送手段を操作して光学素子を光路中に
挿入することにより行うことができる。
【０１１９】
更に、本発明の実施形態によれば、試料からの反射光の光路に挿入される結像レンズを種
々交換することによって種々の補助装置に対応できる。例えばＴＶカメラやデジタルカメ
ラを取り付ける場合には、撮像素子のサイズによって結像レンズを何種類かの倍率から縮
小倍率を持ったものを選択することにより、広い視野が撮像できる。赤外光を十分透過す
る結像レンズとＩＲカメラを用いれば、赤外光観察が可能となる。
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更にまた、本発明の実施形態によれば、種類の異なる補助装置を２個取付け可能にしたこ
とで、ＴＶカメラ（ＩＲカメラ）による観察とマクロ観察装置を用いたマクロ観察などを
同時に実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態に係る倒立型顕微鏡の概略構成を示す図。
【図２】　第１の実施形態に係る倒立型顕微鏡の対物レンズを含む垂直光路部分を前方か
らみた図。
【図３】　本発明の第２の実施形態に係る倒立型顕微鏡の対物レンズを含む垂直光路部分
を前方からみた図。
【図４】　本発明の第３の実施形態に係る倒立型顕微鏡の対物レンズを含む垂直光路部分
を前方からみた図。
【図５】　本発明の第４の実施形態に係る倒立型顕微鏡の対物レンズを含む垂直光路部分
を前方から見た正面図。
【図６】　本発明の第５の実施形態に係る倒立型顕微鏡の対物レンズを含む垂直光路部分
を前方から見た正面図。
【符号の説明】
１…顕微鏡本体（鏡体）
１ａ…鏡筒取付部
２…観察試料
３…ステージ
４…照明用光源
５…コレクタレンズ
６…投光管
７、８…リレーレンズ
９…半透過性ミラー
１０…対物レンズ
１１…レボルバー
１２…結像レンズ
１３…反射ミラー
１４…観察光路
１５、１６…リレーレンズ
１７…結像レンズ
１８…接眼レンズ
１９…鏡筒
２０…双眼部
２１…レボルバー台
２２…ラック
２３…ピニオン軸
２４…焦準ハンドル
２５…オプションポートユニット
２６…レーザー光源
２７…アダプタ
２９…ミラー
３０…ミラー枠
３１…ガイド機構
３２…切換レバー
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